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 政府・防衛省は、陸上自衛隊富⼠駐屯地（静岡県小山町）に 3 月末までにも⻑射程ミ
サイル・高速滑空弾を配備しようとしている。これは、今後射程を 2000 ㎞〜3000 ㎞へ
と伸延し、中国など他国を直接攻撃することができるようにするものである。それは歴
代の日本政府も「憲法上保有できない」としてきた攻撃的兵器 （敵地攻撃兵器）そのも
のであり、米国の「統合防空ミサイル防衛」態勢に組み込まれ、場合によっては他国を
先制攻撃するものである。政府がこれまで建前としてきた「専守防衛」の立場をも投げ
捨て、東アジア地域の緊張と核軍拡競争を激化させ、核戦争の危険をも高めるものであ
る。いかなる点からも、この配備を許すわけにはいかない。私たちは、直ちにこの配備
計画を中止することを求めるものである。 

 しかも、富⼠駐屯地に⻑射程ミサイルが配備されるのは、同駐屯地に置かれる富⼠学
校の特科教導団の下で、全国のミサイル部隊を教育し、訓練を施し、全国に⻑射程ミサ
イル部隊を拡大配備するためである。27 年度には、⻑射程ミサイル・12 式地対艦誘導
弾能力向上型も配備される。全国をミサイル要塞基地化する訓練拠点にしようとしてい
るのである。断じて許されない。 

この配備に先立って、昨年 10 月には、自衛隊、米軍が演習場内を通る国道 469 号を
封鎖し、ロケット発射訓練を相次いで強行する異常事態も生まれている。市⺠の命と安
全を脅かし、生活の大動脈である国道をも封鎖し、平和の象徴である富⼠山の麓を危険
なミサイル発射訓練の拠点とするこのような暴挙は、断じて許されない。そもそも、政
府・防衛施設庁（当時）は、演習場の地権者・東富⼠農⺠再建連盟や知事との間で「東
富⼠演習場又はその周辺にミサイルを持ち込まない」「ミサイル基地化しない」ことを
文書で確約し、昨年改めて防衛省はそのことを「確認する」と答えていた。こうした地
権者や自治体、住⺠との約束を平然と踏みにじり、世界遺産・富⼠山の麓を他国攻撃の
ミサイル訓練拠点とすることは、断じて許されない。 

私たちは、富⼠駐屯地への⻑射程ミサイルの配備を中止するとともに、東富⼠演習場
での自衛隊・米軍のロケット・ミサイル発射訓練を中止することを強く求めるものであ
る。 


